
皆
さ
ま
に
は
お
元
気
で
す
か
。

こ
の
度
日
消
連
で
は
、
来
る
７

月
11
日

の
参
議
院
議
員
選
挙
に

向
け
て
、
政
策
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実

施
い
た
し
ま
し
た
。

私
た
ち
の
暮
ら
し
・
社
会
は
、

政
治
の
あ
り
方
に
深
く
関
わ
っ
て

い
ま
す
。
私
た
ち
の
よ
り
よ
く
生

き
よ
う
と
す
る
努
力
や
、
安
心
・

安
全
を
求
め
る
願
い
が
全
う
で
き

る
か
否
か
も
、
政
治
の
あ
り
方
に

大
き
く
左
右
さ
れ
ま
す
。

前
文
に
、「
政
府
の
行
為
に
よ
っ

て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
こ
る
こ

と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決

意
し
、
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ

と
を
宣
言
し
」、「
全
世
界
の
国
民

が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら

免
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る

権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
」

と
謳
い
、
第
九
条
に
戦
争
の
放
棄
・

戦
力
の
不
保
持
・

交
戦
権
の
否
認

を
規
定
し
て
い

る
日
本
国
憲
法

は
、
敗
戦
後
の

日
本
の
み
な
ら

ず
、
平
和
を
求

め
る
世
界
の
人
々

に
勇
気
と
希
望

を
抱
か
せ
ま
し
た
。

日
本
の
平
和
憲
法
は
、
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
の
平
和
的
生
存
権
を

保
障
し
、
自
由
と
平
等
、
人
権
を

守
り
、
福
祉
社
会
の
実
現
を
約
束

し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
選
挙
制
度
の
改
悪
や

参
議
院
で
強
行
採
決
、
可
決
・
成

立
し
た
年
金
制
度
改
革
法
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
憲
法
の
規
定
は
、

法
や
制
度
に
具
体
的
、
個
別
的
に

活
か
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

一
方
で
、
憲
法
違
反
の
政
策
が

次
々
と
強
行
さ
れ
、
２
０
０
３
年

６
月
に
は
、
有
事
関
連
三
法
の
成

立
、
12
月
に
は
、
イ
ラ
ク
派
兵
法

と
い
う
べ
き
「
イ
ラ
ク
人
道
復
興

支
援
法
」
に
基
づ
い
た
イ
ラ
ク
へ

の
自
衛
隊
の
派
兵
、
04
年
５
月
に

は
、
国
民
保
護
法
案
を
含
む
有
事

関
連
七
法
案
・
三
条
約
が
衆
議
院

を
通
過
す
る
な
ど
、
戦
争
が
で
き

る
国
と
し
て
の
法
体
制
づ
く
り
が
、

憲
法
改
悪
の
動
き
と
と
も
に
加
速

し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
参
議
院
議
員
選
挙

で
こ
の
よ
う
な
政
治
状
況
を
阻
止
・

転
換
さ
せ
て
い
く
結
果
を
勝
ち
取
っ

て
い
こ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
質
問
は
、
紙
数

の
都
合
で
８
項
目
に
絞
り
込
み
ま

し
た
が
、
各
政
党
の
立
場
は
把
握

し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
他
団

体
の
ア
ン
ケ
ー
ト
も
参
照
下
さ
い
。

例
え
ば
、
ワ
ー
ル
ド
・
ピ
ー
ス
・

ナ
ウ
（
日
消
連
も
参
加
）
で
は
、

「
自
衛
隊
撤
退
問
題
に
つ
い
て
」

の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま
す
。

７
月
11
日
に
は
、
私
た
ち
の
意

志
や
願
い
を
実
現
さ
せ
て
い
く
た

め
の
一
票
を
投
じ
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

（
富
山
洋
子
）

今
の
政
治
状
況
を
止

め
転
換
す
る
た
め
に
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フ
ァ
イ
ル
し
て
お
い
て
下
さ
い
。
後
で
お
役
に
立
つ
と
思
い
ま
す
。

コ
ピ
ー
・
転
載
の
時
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。●

ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
②
③
④
⑤

●
あ
の
人
だ
け
は
当
選
さ
せ
た
く
な

い
！
…
…
…
…
…
…
…
…
⑥
⑦

●
Ｇ
Ｍ
ウ
ォ
ッ
チ
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
設
立
へ
…
…
…
…
…
…
⑧
⑨

●
シ
ュ
マ
イ
ザ
ー
さ
ん
裁
判
判
決
⑩

●
国
セ
ン
役
員
が
手
当
二
重
取
り
⑪

▼
お
も
な
記
事
▲
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各
党
政
策
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答

意
思
表
示
の
一
票
を
！
７
月
11
日
参
議
院
議
員
選
挙
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参
議
院
議
員
選
挙
各
政
党
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
回
答

①
掲
載
順
序
は
到
着
順
で
す
。

②
発
送
先
は
５
月
21
日
現
在
、
確
認
さ
れ
た
政
党
で

す
。

民 主 党 日本共産党 政党名
質問

平
和
、
人
権
、
民
主
主

義
の
す
ぐ
れ
た
値
打
ち

を
も
つ
憲
法
の
全
条
項

を
ま
も
り
、
21
世
紀
の

国
づ
く
り
に
生
か
す
べ

き
で
す
。
と
り
わ
け
９

条
は
、
戦
争
を
拒
否
す

る
世
論
が
高
ま
る
世
界

の
な
か
で
、
日
本
が
平

和
外
交
の
先
頭
に
た
つ

可
能
性
を
与
え
て
い
ま

す
。
憲
法
の
改
悪
を
許

さ
ず
、
９
条
を
守
り
ぬ

く
た
め
全
力
を
あ
げ
ま

す
。

１
憲法について

人
道
支
援
の
た
め
に
熱

意
を
燃
や
す
若
者
が
い

る
こ
と
、
人
道
支
援
と

相
容
れ
な
い
自
衛
隊
派

兵
に
反
対
す
る
世
論
が

広
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、

日
本
が
世
界
に
誇
る
べ

き
こ
と
で
す
。
い
わ
ゆ

る
「
自
己
責
任
論
」
は
、

自
衛
隊
派
兵
に
固
執
す

る
あ
ま
り
、
誇
る
べ
き

価
値
を
お
と
し
め
、
政

府
の
責
任
を
軽
ん
じ
る

も
の
だ
と
考
え
ま
す
。

２
「自己責任論」
について

際
限
の
な
い
負
担
増
と

給
付
減
の
政
府
案
は
廃

案
を
求
め
ま
す
。
全
額

国
庫
の
最
低
保
障
年
金

を
実
現
し
、
そ
の
上
に

掛
け
た
保
険
料
に
応
じ

て
給
付
を
上
乗
せ
す
る

制
度
を
つ
く
り
ま
す
。

財
源
は
歳
入
・
歳
出
の

改
革
で
確
保
し
、
消
費

税
増
税
に
反
対
し
ま
す
。

国
会
議
員
年
金
は
、
発

足
時
の
取
り
決
め
ど
お

り
、
税
金
投
入
を
や
め

ま
す
。

３
年金について

消
費
税
は
低
所
得
者
ほ

ど
負
担
の
重
い
最
悪
の

不
公
平
税
制
で
す
。
将

来
的
に
は
廃
止
す
べ
き

で
あ
り
、
そ
の
増
税
に

は
、
も
ち
ろ
ん
反
対
で

す
。
年
金
な
ど
社
会
保

障
の
財
源
は
、
消
費
税

の
増
税
で
は
な
く
、
公

共
事
業
な
ど
の
歳
出
の

浪
費
の
削
減
や
、
大
企

業
・
高
額
所
得
者
に
適

正
な
税
負
担
を
求
め
る

こ
と
な
ど
で
確
保
す
べ

き
で
す
。 ４

消費税について

再
処
理
施
設
の
稼
動
を

中
止
し
、
中
間
貯
蔵
施

設
の
建
設
構
想
を
撤
回

す
べ
き
で
す
。
高
速
増

殖
炉
の
開
発
が
絶
望
的

な
い
ま
、
稼
動
す
れ
ば
、

危
険
な
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

の
余
剰
が
増
え
る
だ
け

で
す
。
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

利
用
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
政

策
自
体
を
や
め
る
べ
き

で
す
。
中
間
貯
蔵
施
設

も
事
実
上
の
「
最
終
処

分
場
」
に
な
り
か
ね
ま

せ
ん
。 ５

再処理工場の稼働
及び中間貯蔵施設の
設置について

災
害
発
生
時
に
お
け
る

状
況
把
握
、
不
法
侵
入

防
止
な
ど
の
た
め
、
必

要
な
範
囲
に
限
っ
て
設

置
し
、
運
用
に
あ
た
っ

て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

な
ど
国
民
の
権
利
を
不

当
に
侵
害
し
な
い
よ
う

留
意
す
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
日
本
共
産
党
は
、

請
願
デ
モ
や
陳
情
に
来

た
人
を
監
視
す
る
こ
と

が
な
い
よ
う
、
厳
格
な

運
営
を
求
め
て
い
ま
す
。

６
国会監視カメラ
について

遺
伝
子
組
み
換
え
原
材

料
の
混
入
率
が
５
％
以

下
な
ら
「
不
使
用
」

「
非
遺
伝
子
組
み
換
え
」

と
表
示
す
る
規
定
を
改

め
、
①
Ｊ
Ａ
Ｓ
法
の

「
原
材
料
名
」
と
し
て

遺
伝
子
組
み
換
え
食
品

と
明
記
し
、
②
混
入
率

の
基
準
を
Ｅ
Ｕ
並
み
の

０
・
９
％
に
引
き
下
げ
、

③
食
用
油
、
し
ょ
う
ゆ

な
ど
の
原
材
料
に
使
っ

た
場
合
、
使
用
を
明
示

し
ま
す
。

７
遺伝子組み換え
食品・作物の表示

について

全
頭
検
査
を
維
持
す
べ

き
で
す
。
米
国
の
対
策

は
不
十
分
で
、
検
査
方

法
や
対
象
牛
の
限
定
に

問
題
が
あ
り
、
機
械
に

よ
る
解
体
（
Ｍ
Ａ
Ｒ
）

で
は
脊
髄
な
ど
神
経
組

織
の
中
枢
が
残
る
場
合

も
あ
り
ま
す
。
日
本
で

21
か
月
齢
の
感
染
が
見

つ
か
っ
て
お
り
、
国
際

獣
医
事
務
局
の
基
準

（
30
か
月
齢
以
上
を
検

査
）
で
対
応
で
き
ま
せ

ん
。 ８

BSEに係る
牛の全頭検査の見直し

について

日
本
国
憲
法
の
平
和
主

義
は
今
後
も
大
切
に
し

て
い
く
べ
き
で
す
。
そ

の
た
め
に
も
、
政
府
に

よ
る
「
な
し
崩
し
解
釈

改
憲
」
の
現
状
を
ス
ト
ッ

プ
さ
せ
、
憲
法
が
「
法
」

と
し
て
機
能
す
る
よ
う

つ
と
め
て
い
く
こ
と
が

人
質
事
件
を
め
ぐ
る
政

府
の
言
動
は
、
国
民
の

生
命
と
財
産
に
関
す
る

政
府
の
責
任
感
の
欠
如

を
示
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
過
度
の
自
己
責
任

論
は
、
地
域
紛
争
や
貧

困
、
エ
イ
ズ
問
題
な
ど
、

様
々
な
問
題
が
噴
出
す

全
国
民
が
共
通
し
て
加

入
す
る
一
元
化
さ
れ
た

制
度
へ
と
抜
本
的
に
改

正
し
、
国
民
が
抱
く
年

金
制
度
に
対
す
る
不
信

感
、
不
透
明
性
、
不
公

平
感
を
払
拭
、
持
続
可

能
な
制
度
へ
の
転
換
を

図
る
こ
と
を
訴
え
て
い

ま
す
。
民
主
党
が
訴
え

消
費
税
の
重
要
性
は
今

後
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て

い
き
ま
す
の
で
、
制
度

の
透
明
性
、
信
頼
性
を

高
め
る
改
善
を
さ
ら
に

行
な
っ
て
い
き
ま
す
。

財
政
赤
字
補
填
の
た
め

の
安
易
な
税
率
引
き
上

げ
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん

原
子
力
発
電
所
の
使
用

済
燃
料
の
再
利
用
、
す

な
わ
ち
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

の
再
利
用
は
、
Ｍ
Ｏ
Ｘ

（
ウ
ラ
ン
・
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
混
合
）
燃
料
お
よ

び
高
速
増
殖
炉
等
の
研

究
開
発
用
と
し
て
使
用

計
画
の
あ
る
分
量
の
み

国
会
の
防
犯
カ
メ
ラ
は
、

国
会
内
へ
の
不
法
侵
入

な
ど
犯
罪
を
防
止
し
、

そ
の
事
実
確
認
の
た
め

設
置
さ
れ
ま
し
た
。
民

主
党
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

な
ど
国
民
の
権
利
を
不

当
に
侵
害
し
な
い
こ
と
、

カ
メ
ラ
設
置
の
明
示
、

低
ア
レ
ル
ゲ
ン
な
ど
の

よ
う
に
、
人
体
に
プ
ラ

ス
に
作
用
す
る
技
術
な

ど
は
認
め
ら
れ
る
も
の

が
あ
る
と
考
え
ま
す
が
、

現
在
の
技
術
開
発
は
生

産
性
向
上
を
目
的
と
し
、

人
体
へ
の
悪
影
響
が
懸

念
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

民
主
党
は
、
牛
肉
輸
出

国
に
対
し
て
全
頭
検
査

証
明
の
請
求
な
ど
の
内

容
を
盛
り
込
ん
だ
「
Ｂ

Ｓ
Ｅ
対
策
特
措
法
改
正

案
」
と
、
輸
入
事
業
者

お
よ
び
販
売
業
者
に
輸

入
牛
肉
に
関
す
る
個
体

識
別
符
号
等
の
情
報
管
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公 明 党 みどりの会議

「
国
民
主
権
主
義
、
恒

久
平
和
主
義
、
基
本
的

人
権
の
保
障
の
三
原
則

は
不
変
の
も
の
」
「
戦

争
放
棄
、
交
戦
権
の
否

認
な
ど
憲
法
９
条
の
精

神
は
堅
持
」
と
確
認
し

た
上
で
、
国
会
の
憲
法

調
査
会
の
最
終
報
告
も

踏
ま
え
つ
つ
、「
加
憲
」

も
視
野
に
議
論
を
集
約

し
て
い
き
ま
す
。
２
０

０
４
年
６
月
を
目
標
に

論
点
を
整
理
し
た
い
と

考
え
ま
す
。

み
ど
り
の
会
議
は
、
憲

法
を
尊
重
し
、
理
念
の

積
極
的
な
実
現
を
目
指

し
ま
す
。
特
に
、
国
際

紛
争
を
暴
力
で
は
な
い

方
法
で
解
決
し
よ
う
と

い
う
崇
高
な
憲
法
９
条

の
理
念
に
基
づ
い
た
日

本
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を

活
か
し
、
紛
争
や
暴
力

の
背
景
要
因
を
解
決
す

る
こ
と
に
力
を
注
ぎ
、

紛
争
予
防
の
た
め
の
枠

組
み
づ
く
り
を
目
指
し

ま
す
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
は

尊
い
こ
と
で
あ
り
、
危

険
地
域
で
人
質
事
件
な

ど
が
起
き
れ
ば
、
政
府

と
し
て
救
出
に
全
力
を

挙
げ
る
の
は
当
然
で
す
。

同
時
に
、
そ
う
い
う
事

態
の
発
生
を
避
け
る
策

と
し
て
、
危
険
な
地
域

に
は
、
一
時
的
に
で
も

行
け
な
い
、
行
か
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
も
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
ま
す
。

今
回
の
事
件
は
、
米
軍

に
よ
る
民
間
人
へ
の
無

差
別
攻
撃
や
日
本
に
よ

る
自
衛
隊
派
兵
の
強
行

に
対
す
る
イ
ラ
ク
の
人
々

の
反
発
が
背
景
に
あ
り

ま
す
。
一
方
、
人
質
と

な
っ
た
被
害
者
は
、
国

境
を
越
え
て
市
民
と
し

て
の
責
任
を
果
た
そ
う

と
し
た
も
の
で
あ
り
、

原
因
者
で
あ
る
政
府
か

ら
非
難
さ
れ
る
い
わ
れ

は
あ
り
ま
せ
ん
。

今
回
の
年
金
改
革
案
は
、

財
源
問
題
へ
の
対
応
、

年
金
給
付
の
下
限
及
び

負
担
の
上
限
設
定
、
積

立
金
の
効
率
的
か
つ
安

全
な
運
用
明
示
な
ど
、

将
来
に
わ
た
り
安
心
で

き
る
抜
本
改
革
案
で
す
。

年
金
福
祉
施
設
の
廃
止

や
社
会
保
険
庁
経
費
等

の
徹
底
し
た
見
直
し
も

や
り
ま
す
。
議
員
年
金

は
廃
止
し
抜
本
改
革
す

る
こ
と
を
主
張
し
て
い

ま
す
。

ま
ず
、
独
立
調
査
委
員

会
を
設
置
し
て
、
こ
れ

ま
で
の
社
会
保
障
行
政
、

年
金
運
用
な
ど
の
問
題

点
を
徹
底
調
査
し
、
責

任
の
所
在
を
徹
底
究
明

し
ま
す
。
そ
し
て
、
年

齢
に
関
わ
り
な
く
、
所

得
を
失
っ
た
段
階
で
受

給
権
が
発
生
す
る
「
基

礎
所
得
保
障
制
度
」
を

確
立
し
ま
す
。
議
員
年

金
は
廃
止
、
年
金
改
悪

法
案
は
反
対
で
す
。

消
費
税
に
つ
い
て
は
、

当
面
引
き
上
げ
ま
せ
ん
。

今
後
、
景
気
動
向
等
を

考
慮
し
、
社
会
保
障
給

付
全
般
に
要
す
る
費
用

の
見
直
し
等
を
行
な
い
、

そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
消

費
税
を
含
む
抜
本
的
税

制
改
革
を
実
現
す
る
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

食
料
品
な
ど
の
日
用
品

は
ゼ
ロ
税
率
に
す
る
な

ど
、
複
数
税
率
を
採
用

す
る
と
と
も
に
、
基
礎

所
得
の
範
囲
で
負
担
し

た
消
費
税
相
当
額
の
控

除
も
し
く
は
還
付
を
受

け
る
「
戻
し
税
」
方
式

を
創
設
し
ま
す
。
ま
た
、

基
礎
所
得
保
障
の
財
源

と
し
て
、
租
税
体
系
を

バ
ブ
ル
発
生
以
前
に
戻

し
、
所
得
税
・
法
人
税

を
こ
れ
に
当
て
ま
す
。

我
が
国
が
抱
え
て
い
る

CO
排
出
抑
制
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
安
定
供
給
な
ど
の

課
題
を
考
え
る
と
原
子

力
発
電
は
必
要
な
電
源

で
す
。
核
燃
料
の
再
処

理
利
用
は
、
海
外
で
の

実
績
も
あ
り
、
限
り
あ

る
原
料
の
効
率
的
活
用

が
可
能
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
最
大
限
の
安
全
確

保
と
地
元
住
民
の
理
解

を
得
て
進
め
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

高
速
増
殖
炉
も
ん
じ
ゅ
、

六
ヶ
所
村
再
処
理
工
場

な
ど
核
燃
料
サ
イ
ク
ル

事
業
を
全
面
中
止
し
ま

す
。
な
お
、
原
子
力
政

策
に
つ
い
て
は
、
東
海

大
地
震
の
想
定
域
に
あ

る
浜
岡
原
発
の
運
転
を

即
時
中
止
さ
せ
る
ほ
か
、

建
設
中
・
計
画
中
の
原

発
建
設
を
中
止
す
る
な

ど
、
脱
原
発
政
策
を
進

め
ま
す
。

防
犯
カ
メ
ラ
は
、
議
院

運
営
委
員
会
の
申
し
合

わ
せ
に
よ
り
、
現
在
、

参
議
院
だ
け
で
は
な
く

衆
議
院
に
も
設
置
さ
れ

て
い
ま
す
。
た
だ
、
設

置
の
目
的
は
、
請
願
や

陳
情
、
傍
聴
な
ど
に
訪

れ
た
有
権
者
を
監
視
す

る
た
め
で
な
く
、
あ
く

ま
で
防
災
・
防
犯
の
た

め
で
あ
り
、
災
害
・
犯

罪
発
生
時
の
安
全
確
保

の
た
め
に
は
必
要
と
考

え
ま
す
。

み
ど
り
の
会
議
は
、
盗

聴
法
、
個
人
情
報
保
護

法
、
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
、
公
安
調
査

庁
な
ど
、
人
々
の
監
視

に
つ
な
が
る
監
視
立
法
、

社
会
制
度
、
政
府
機
関

の
廃
止
を
目
指
し
て
い

ま
す
。
国
会
監
視
カ
メ

ラ
に
つ
い
て
も
、
人
々

の
政
治
活
動
を
監
視
す

る
も
の
と
理
解
し
て
お

り
、
廃
止
す
べ
き
で
す
。

現
在
、
健
康
に
役
立
つ

遺
伝
子
組
み
換
え
作
物

も
研
究
さ
れ
て
お
り
、

す
べ
て
有
害
と
は
考
え

て
い
ま
せ
ん
が
、
厳
格

か
つ
慎
重
な
評
価
が
必

要
で
あ
り
、
安
全
性
も

十
分
確
保
さ
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
表
示

の
厳
格
化
、
情
報
提
供

に
つ
い
て
も
一
層
の
充

実
等
を
図
る
べ
き
と
考

え
ま
す
。

み
ど
り
の
会
議
は
、
遺

伝
子
組
み
換
え
食
品
と

作
物
に
つ
い
て
、
安
全

性
が
立
証
さ
れ
て
い
な

い
た
め
、
ま
た
生
態
系

汚
染
を
未
然
に
防
ぐ
た

め
、
輸
入
・
製
造
・
販

売
・
栽
培
を
国
内
で
禁

止
し
ま
す
。
ま
た
、
禁

止
ま
で
の
期
間
は
、
現

行
表
示
制
度
よ
り
も
格

段
に
厳
密
な
表
示
を
義

務
づ
け
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

Ｂ
Ｓ
Ｅ
発
生
に
伴
う
米

国
産
牛
の
全
頭
検
査
等

に
関
す
る
要
請
は
、
米

国
で
の
感
染
実
態
が
不

明
な
現
段
階
で
は
妥
当

と
考
え
ま
す
。
た
だ
、

わ
が
国
で
は
食
品
安
全

委
員
会
が
現
在
、
専
門

的
立
場
か
ら
Ｂ
Ｓ
Ｅ
検

査
に
お
け
る
安
全
性
確

保
の
あ
り
方
を
検
討
し

て
お
り
、
そ
の
検
討
結

果
を
踏
ま
え
て
全
頭
検

査
問
題
に
対
処
し
ま
す
。

米
国
産
牛
肉
を
輸
入
す

る
た
め
、
日
本
の
基
準

を
米
国
に
合
わ
せ
る
べ

き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
こ
の
機
会
に
、

成
長
ホ
ル
モ
ン
、
添
加

物
、
ポ
ス
ト
ハ
ー
ベ
ス

ト
農
薬
、
放
射
線
照
射

な
ど
を
用
い
た
食
品
に

つ
い
て
、
安
全
規
制
を

強
化
す
る
と
と
も
に
表

示
を
義
務
づ
け
、
米
国

産
牛
肉
の
輸
入
条
件
に

加
え
る
べ
き
で
す
。

重
要
で
す
。
曖
昧
性
を

な
く
し
、「
法
の
支
配
」

を
確
立
す
る
よ
う
憲
法

の
あ
り
方
を
検
討
し
て

い
き
ま
す
。

る
世
界
に
あ
っ
て
、
日

本
の
若
者
の
国
際
貢
献

へ
の
士
気
を
弱
め
る
な

ど
の
影
響
が
生
じ
か
ね

な
い
点
に
留
意
す
べ
き

で
し
ょ
う
。

る
一
元
化
は
国
会
議
員

も
含
ん
で
お
り
、
国
会

議
員
の
高
齢
期
の
生
活

も
新
た
な
年
金
制
度
が

対
応
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

が
、
高
齢
者
の
生
活
を

国
民
全
体
で
支
え
る
と

い
う
観
点
か
ら
「
年
金

目
的
消
費
税
」
の
創
設

を
、
逆
進
性
対
策
と
共

に
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

を
抽
出
す
る
こ
と
と
し
、

そ
の
他
の
使
用
済
燃
料

は
、
中
間
貯
蔵
・
一
時

保
管
す
る
も
の
と
し
ま

す
。

目
的
外
使
用
や
提
供
を

絶
対
に
行
な
わ
な
い
こ

と
等
を
指
摘
し
、
防
犯

カ
メ
ラ
の
厳
格
な
運
用

を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま

す
。

た
、
自
然
界
へ
の
組
み

換
え
遺
伝
子
の
飛
散
が

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
研

究
・
開
発
に
つ
い
て
は

慎
重
さ
が
必
要
で
す
。

理
・
公
表
を
義
務
づ
け

た
「
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ

法
案
」
を
国
会
に
提
出

し
て
お
り
、
引
き
続
き
、

全
頭
検
査
を
要
求
し
ま

す
。

２
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参
議
院
議
員
選
挙
各
政
党
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
回
答

※
自
由
連
合
、
無
所
属
の
会
、

維
新
政
党
・
新
風
は
回
答
な
し

自由民主党 社会民主党 政党名
質問

小
泉
政
権
に
よ
っ
て
、

平
和
だ
け
で
な
く
、
基

本
的
人
権
や
地
方
自
治

な
ど
憲
法
の
多
く
の
分

野
で
空
洞
化
が
進
ん
で

い
ま
す
。
ま
ず
必
要
な

こ
と
は
、
憲
法
が
十
全

に
機
能
し
な
い
部
分
は

ど
こ
で
、
そ
れ
は
何
が

原
因
な
の
か
を
客
観
的

に
明
ら
か
に
し
、
憲
法

の
精
神
を
現
実
に
活
か

す
取
り
組
み
を
進
め
て

い
く
こ
と
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

１
憲法について

不
幸
な
事
件
に
巻
き
込

ま
れ
た
５
人
は
同
情
さ

れ
る
こ
と
こ
そ
あ
れ
批

判
さ
れ
る
筋
合
い
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ

リ
ス
ク
を
承
知
で
イ
ラ

ク
に
入
り
そ
の
結
果
を

自
ら
引
き
受
け
る
こ
と

は
当
然
で
す
が
、
政
府

が
救
援
す
る
責
務
と
は

全
く
別
の
問
題
で
す
。

自
己
責
任
の
議
論
は
政

府
の
責
任
を
ご
ま
か
す

詭
弁
に
過
ぎ
な
い
と
考

え
ま
す
。

２
「自己責任論」
について

信
頼
回
復
の
た
め
に
基

礎
年
金
の
国
庫
負
担
率

を
引
き
上
げ
財
政
基
盤

を
強
化
し
ま
す
。
非
正

規
労
働
者
の
年
金
権
の

拡
大
、
未
納
・
未
加
入

を
な
く
す
作
業
等
を
進

め
、
全
て
の
国
民
の
老

後
を
保
障
す
る
「
基
礎

的
暮
ら
し
年
金
」
（
全

額
税
方
式
）
を
創
設
し

ま
す
。
国
会
議
員
年
金

は
廃
止
し
第
三
者
機
関

で
国
民
に
理
解
さ
れ
る

制
度
に
し
ま
す
。

３
年金について

消
費
税
は
、
国
民
生
活

の
向
上
の
た
め
に
使
わ

れ
る
べ
き
だ
と
い
う
性

格
を
明
確
に
し
、
国
民

生
活
に
痛
み
を
強
い
る

小
泉
政
権
の
も
と
で
、

消
費
税
の
増
税
論
議
は

成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
消

費
税
の
福
祉
目
的
税
化
＝

税
率
ア
ッ
プ
と
い
う
安

易
な
発
想
は
せ
ず
、
飲

食
料
品
に
か
か
る
消
費

税
額
戻
し
金
制
度
の
導

入
を
め
ざ
し
ま
す
。

４
消費税について

社
民
党
は
将
来
世
代
に

核
の
ゴ
ミ
を
押
し
つ
け

る
原
子
力
の
利
用
に
そ

も
そ
も
反
対
で
す
が
、

な
か
で
も
す
で
に
破
綻

し
て
い
る
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
利
用
政
策
は
直
ち
に

凍
結
し
、
使
い
道
の
な

い
再
処
理
を
行
な
う
べ

き
で
は
な
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
ま
た
「
中
間

貯
蔵
」
の
名
の
下
に
核

の
ゴ
ミ
を
拡
散
さ
せ
る

こ
と
に
も
強
く
反
対
し

て
い
ま
す
。

５
再処理工場の稼働
及び中間貯蔵施設の
設置について

請
願
権
や
肖
像
権
の
侵

害
に
つ
な
が
る
上
、
設

置
方
法
・
根
拠
・
運
用

の
面
で
も
多
く
の
問
題

が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

国
会
監
視
カ
メ
ラ
の
即

時
運
用
停
止
と
即
時
撤

去
、
蓄
積
さ
れ
た
録
画

映
像
の
消
去
、
管
理
記

録
等
運
用
状
況
の
情
報

公
開
を
強
く
求
め
ま
す
。

６
国会監視カメラ
について

国
民
に
安
全
な
食
物
を

供
給
す
る
た
め
、
将
来

の
危
険
性
が
あ
る
限
り

遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
・

作
物
の
輸
入
・
使
用
は

削
減
す
る
と
と
も
に
、

安
全
性
に
係
る
情
報
開

示
を
義
務
づ
け
ま
す
。

ま
た
、
Ｅ
Ｕ
の
基
準
と

同
様
に
含
有
率
が
０
・

９
％
以
上
で
あ
れ
ば
表

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
よ
う
義
務
づ
け
ま
す
。

７
遺伝子組み換え
食品・作物の表示

について

Ｂ
Ｓ
Ｅ
新
法
で
義
務
化

さ
れ
た
と
畜
場
や
死
亡

牛
の
全
頭
検
査
、
危
険

部
位
の
焼
却
、
牛
の
個

体
情
報
に
関
す
る
記
録

と
管
理
等
を
徹
底
し
、

新
た
な
感
染
防
止
と
市

場
に
出
回
ら
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。
ま
た
、
食
を
守
る

た
め
の
食
品
安
全
委
員

会
が
し
っ
か
り
姿
を
見

せ
、
消
費
者
の
不
安
を

解
消
す
べ
き
で
す
。

８
BSEに係る

牛の全頭検査の見直し
について

立
党
50
年
を
迎
え
る
２

０
０
５
年
に
憲
法
草
案

を
ま
と
め
ま
す
。
そ
の

際
に
は
、
平
和
主
義
と

基
本
的
人
権
な
ど
の
諸

原
則
を
踏
ま
え
、
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
や
環
境
な
ど
、

新
た
な
課
題
に
対
応
し
、

誰
も
が
自
ら
誇
り
に
思

今
回
の
人
質
事
件
で
は
っ

き
り
し
た
こ
と
は
、
日

本
と
い
う
国
家
が
人
質

の
救
出
に
全
力
を
挙
げ
、

海
外
の
邦
人
の
安
全
確

保
の
た
め
に
全
力
を
尽

く
す
と
い
う
こ
と
で
す
。

問
題
は
、
人
質
に
な
っ

た
５
人
が
今
年
に
入
っ

年
金
制
度
を
１
０
０
年

間
見
通
し
た
長
続
き
す

る
制
度
に
し
ま
す
。
支

払
い
保
険
料
の
上
限
を

設
け
、
年
金
給
付
水
準

の
最
低
限
度
を
確
保
し

ま
す
。
基
礎
年
金
の
国

庫
負
担
割
合
を
１
／
３

か
ら
１
／
２
へ
引
き
上

消
費
税
は
、
財
政
再
建

の
手
法
と
し
て
安
易
に

頼
る
べ
き
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
少
子
高
齢
化

が
進
む
中
で
、
世
代
間

の
公
平
や
安
定
的
な
歳

入
の
確
保
の
た
め
に
は

極
め
て
重
要
な
税
で
あ

り
ま
す
。
与
党
税
制
改

わ
が
国
は
、
核
燃
料
サ

イ
ク
ル
政
策
を
推
進
す

る
こ
と
を
国
の
基
本
的

考
え
方
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
使
用
済
み
燃
料

の
中
間
貯
蔵
施
設
に
つ

い
て
は
、
核
燃
料
サ
イ

ク
ル
政
策
に
柔
軟
性
を

与
え
る
も
の
と
し
て
、

国
会
に
設
置
さ
れ
て
い

る
カ
メ
ラ
は
、
災
害
発

生
時
に
お
け
る
状
況
把

握
や
不
法
侵
入
防
止
な

ど
国
会
内
に
お
け
る
防

災
、
防
犯
を
目
的
と
し

て
設
置
さ
れ
て
い
る
と

聞
い
て
お
り
ま
す
。
そ

の
運
用
に
当
た
っ
て
は

Ｊ
Ａ
Ｓ
法
及
び
食
品
衛

生
法
に
基
づ
き
、
国
内

で
流
通
す
る
可
能
性
の

あ
る
遺
伝
子
組
み
替
え

農
産
物
５
品
目
及
び
こ

れ
ら
を
原
材
料
と
す
る

加
工
食
品
の
う
ち
組
み

換
え
ら
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
や

こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た

食
品
安
全
委
員
会
が
、

国
内
の
Ｂ
Ｓ
Ｅ
対
策
の

検
証
を
開
始
し
ま
し
た

が
、
Ｂ
Ｓ
Ｅ
対
策
の
評

価
に
あ
た
っ
て
は
、
科

学
的
に
行
な
わ
れ
る
こ

と
と
消
費
者
に
対
す
る

リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
重
要
と
考
え
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女 性 党 新 社会 党

日
本
の
平
和
憲
法
は
世

界
に
誇
れ
る
も
の
で
す
。

国
際
的
に
も
リ
ー
ダ
ー

と
し
て
の
役
割
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
子
供

た
ち
の
未
来
を
守
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
る
女

性
党
は
、
平
和
を
願
う

や
さ
し
い
心
を
基
本
に
、

相
手
の
立
場
に
立
っ
て
、

対
話
を
通
し
て
世
界
の

恒
久
平
和
と
人
類
の
未

来
に
貢
献
し
て
い
き
ま

す
。

武
力
行
使
に
よ
る
殺
戮

の
連
鎖
が
際
限
な
く
広

が
る
現
代
に
お
い
て
、

日
本
国
憲
法
の
示
す
不

戦
・
非
武
装
こ
そ
連
鎖

を
断
ち
切
る
唯
一
の
現

実
的
な
道
で
す
。
そ
し

て
経
済
「
大
国
」
日
本

が
率
先
し
て
自
衛
隊
の

廃
止
に
向
か
う
こ
と
が
、

ア
ジ
ア
諸
国
の
警
戒
を

解
き
、
軍
縮
を
実
現
す

る
近
道
で
す
。
改
憲
は

世
界
に
警
戒
と
軍
拡
の

連
鎖
を
生
む
だ
け
で
す
。

国
家
が
日
本
国
民
の
命

の
安
全
を
守
る
こ
と
は

当
然
の
責
務
で
す
。
し

か
し
国
際
間
の
紛
争
に

は
国
家
間
で
の
微
妙
な

問
題
も
含
ま
れ
ま
す
。

時
と
し
て
、
自
分
の
行

動
が
周
り
に
大
き
な
影

響
を
与
え
る
こ
と
を
考

え
た
上
で
の
、
良
識
的

な
責
任
あ
る
行
動
も
大

事
だ
と
思
い
ま
す
。

世
界
広
し
と
言
え
ど
も
、

首
相
を
先
頭
に
政
府
関

係
者
が
こ
ん
な
こ
と
を

口
ば
し
る
国
は
あ
り
ま

せ
ん
。
語
る
に
落
ち
る

と
し
か
い
い
よ
う
が
あ

り
ま
せ
ん
。
す
べ
て

「
自
己
責
任
」
な
ら
ば
、

税
金
を
払
い
戻
す
べ
き

で
す
。

あ
ら
ゆ
る
年
金
を
見
直

し
、
単
純
、
明
快
な
年

金
制
度
に
し
ま
す
。
す

べ
て
の
人
を
対
象
と
し

た
基
礎
年
金
制
度
を
作

り
、
そ
れ
以
上
の
保
障

を
望
む
方
に
は
「
プ
ラ

ス
ア
ル
フ
ァ
制
度
」
を

作
り
ま
す
。
受
給
者
の

立
場
に
立
っ
た
年
金
の

見
直
し
、
立
て
直
し
を

し
ま
す
。
ま
ず
率
先
し

て
、
国
会
議
員
は
年
金

を
も
ら
わ
な
い
よ
う
に

し
ま
す
。

年
金
は
①
健
康
で
文
化

的
な
最
低
限
の
生
活
に

足
る
支
給
額
（
最
低
10

万
円
）、
②
25
年
と
い

う
長
期
の
資
格
用
件
で

は
な
く
一
定
の
居
住
期

間
用
件
で
取
得
で
き
る
、

③
基
礎
年
金
は
社
会
保

険
方
式
で
な
く
不
公
平

税
制
を
改
正
し
た
累
進

課
税
で
ま
か
な
う
も
の

と
す
る
、
④
二
階
部
分

に
パ
ー
ト
で
も
入
れ
る

新
拠
出
比
例
年
金
制
度

を
お
く
。
国
会
議
員
年

金
削
減
は
賛
成
で
す
。

消
費
税
の
値
上
げ
に
は

反
対
で
す
。
本
来
消
費

税
は
老
後
の
保
障
等
、

福
祉
を
目
的
と
し
て
導

入
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ

ろ
が
現
実
に
は
全
部
が

そ
の
よ
う
に
は
使
わ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
不
信
感

が
払
拭
さ
れ
な
い
ま
ま

の
消
費
税
の
値
上
げ
に

は
納
得
で
き
ま
せ
ん
。

ま
ず
、
税
金
の
無
駄
使

い
や
使
途
不
明
金
な
ど

の
見
直
し
が
大
事
で
す
。

消
費
税
は
税
制
民
主
主

義
に
反
す
る
悪
税
で
あ

り
廃
止
を
め
ざ
し
、
累

進
税
制
を
整
備
す
べ
き

で
す
。
一
方
で
は
年
金

支
給
の
切
下
げ
、
医
療

費
の
引
き
上
げ
、
老
年

者
各
種
税
控
除
の
縮
小
、

他
方
で
は
大
企
業
・
高

額
所
得
者
優
遇
税
制
の

拡
大
と
、
不
公
平
は
ひ

ど
く
な
っ
て
い
ま
す
。

不
公
平
税
制
是
正
で
国
・

地
方
あ
わ
せ
て
年
20
兆

円
程
度
の
財
源
は
可
能

で
す
。

原
子
力
発
電
所
は
世
界

的
に
も
減
少
の
方
向
へ

向
か
っ
て
い
ま
す
。
子

供
た
ち
の
未
来
の
た
め

に
も
、
対
処
療
法
的
な

考
え
方
で
は
な
く
、
ゴ

ミ
を
減
量
す
る
、
節
水

及
び
水
を
汚
さ
な
い
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
い
す

ぎ
な
い
等
の
根
本
の
と

こ
ろ
か
ら
改
善
を
図
り
、

未
来
の
地
球
環
境
を
守

り
ま
す
。
女
性
党
は
、

環
境
先
進
国
日
本
を
目

指
し
て
い
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
で
は

原
発
の
廃
止
は
時
代
の

趨
勢
に
な
っ
て
い
ま
す
。

現
状
で
も
火
力
や
水
力

発
電
の
施
設
を
フ
ル
稼

動
さ
せ
れ
ば
、
全
原
発

を
停
止
さ
せ
て
も
大
丈

夫
な
電
力
供
給
が
可
能

で
す
。
一
刻
も
早
く
原

発
を
止
め
さ
せ
る
こ
と

で
す
。
む
つ
市
当
局
は

別
と
し
て
む
つ
市
民
の

多
く
は
中
間
貯
蔵
施
設

誘
致
に
反
対
で
す
。

そ
も
そ
も
何
の
た
め
に

監
視
カ
メ
ラ
が
設
置
さ

れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
？

不
審
者
は
受
付

で
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
さ

れ
て
い
る
は
ず
で
す
。

請
願
・
陳
情
・
傍
聴
な

ど
に
訪
れ
る
善
良
な
国

民
に
と
っ
て
、
良
識
の

府
と
し
て
の
参
議
院
は

も
っ
と
開
か
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
欲
し
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
参
画
型
の

政
治
を
目
指
し
て
い
ま

す
。

首
相
官
邸
に
監
視
カ
メ

ラ
を
設
置
し
、
首
相
と

閣
僚
の
動
向
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
公
開
し
、
国

民
が
毎
日
監
視
す
る
よ

う
に
し
て
は
ど
う
で
し
ょ

う
か
。

食
は
命
の
源
、
生
活
の

基
本
で
す
。
時
代
は
今
、

安
心
、
安
全
な
食
の
供

給
を
求
め
て
い
ま
す
。

農
薬
、
添
加
物
等
の
使

用
基
準
や
食
品
の
表
示

義
務
を
見
直
し
、
食
べ

物
の
安
全
性
に
対
す
る

信
頼
の
確
立
。
消
費
者

の
望
む
も
の
を
提
供
す

る
た
め
に
も
、
食
べ
物

に
携
わ
っ
て
い
る
生
産
、

流
通
、
販
売
者
間
の
信

頼
の
回
復
が
重
要
で
す
。

当
該
の
食
品
・
作
物
は

健
康
と
生
態
系
に
悪
影

響
を
与
え
る
も
の
で
、

輸
入
・
栽
培
・
流
通
を

厳
し
く
法
的
に
規
制
す

べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の

開
発
に
国
が
多
額
の
予

算
を
出
す
な
ど
や
め
さ

せ
る
べ
き
で
す
。
当
面

は
組
み
換
え
生
産
物
の

含
有
量
５
％
以
下
な
ら

表
示
し
な
く
て
も
よ
い

現
行
制
度
を
改
め
さ
せ
、

消
費
者
の
選
択
権
を
保

障
す
べ
き
で
す
。

Ｂ
Ｓ
Ｅ
に
か
か
わ
る
牛

の
全
頭
検
査
に
賛
成
で

す
。
食
べ
物
は
直
接
私

た
ち
の
命
に
か
か
わ
っ

て
い
ま
す
。
消
費
者
が

食
の
安
心
、
安
全
を
関

係
者
に
求
め
る
の
は
当

然
で
す
。
国
は
、
国
民

の
命
の
安
全
を
守
る
立

場
に
あ
り
ま
す
。
国
民

を
守
る
考
え
方
を
中
心

と
し
て
、
毅
然
と
し
た

対
応
を
望
み
ま
す
。

反
対
で
す
。
牛
肉
に
限

ら
ず
、
輸
入
農
畜
産
物

の
検
査
体
制
を
拡
充
し
、

原
産
国
表
示
を
徹
底
さ

せ
る
な
ど
す
べ
き
で
す
。

え
、
国
際
社
会
か
ら
尊

敬
さ
れ
る
「
品
格
あ
る

国
家
」
を
め
ざ
し
、
国

家
に
つ
い
て
の
理
念
を

明
ら
か
に
し
ま
す
。

て
か
ら
13
回
も
出
さ
れ

た
外
務
省
の
退
避
勧
告

を
無
視
し
、
イ
ラ
ク
に

入
っ
て
人
質
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。

げ
ま
す
。
国
民
年
金
の

未
納
対
策
を
徹
底
し
、

年
金
保
険
料
の
ム
ダ
使

い
を
無
く
し
ま
す
。
議

員
年
金
は
抜
本
的
に
見

直
し
ま
す
。

正
大
綱
を
踏
ま
え
税
制

の
抜
本
的
改
革
に
取
り

組
む
中
で
、
消
費
税
に

つ
い
て
も
国
民
的
議
論

を
進
め
て
い
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。

重
要
な
施
設
と
認
識
し

て
お
り
ま
す
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
そ
の
他

国
民
の
権
利
を
不
当
に

侵
害
す
る
こ
と
が
な
い

よ
う
配
慮
す
る
こ
と
は

当
然
と
考
え
ま
す
。

タ
ン
パ
ク
質
が
検
出
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る
30

品
目
に
表
示
を
義
務
づ

け
て
い
ま
す
。

て
い
ま
す
。
米
国
か
ら

の
牛
肉
輸
入
に
つ
い
て

は
、
食
の
安
全
・
安
心

の
確
保
を
大
前
提
に
し

た
問
題
解
決
が
必
要
と

考
え
ま
す
。
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参院選特集

あの人だけは
当選させたくない!
私は忘れない、
あんな言動・こんな行動

広中和歌子さん
環境庁長官時代より、マルチ企業の日本アムウェ
イの広告塔として活躍。日消連の質問状も公然
と無視しました。社会的に不公正で被害者の多
発しているマルチ企業に、国会議員として公然
と関わり、消費者からの質問にまったく答えな
いのは、議員としてあるまじき行為です。

古賀真子（東京都）

加納時男さん
東電の元取締役。原子力推進のために動いている。彼の比例代表の順位を上げるために各電力会社
の取締役が「ポケットマネー」（？）で自民党員になったとの話も聞かれます。業界の利益のため
に議員が動くことが当たり前になっていますが、絶対おかしい。電力は自由化が進みつつあるとは
言え、まだ一般家庭は選べません。何党の支持者であろうと、大手電力会社から電気を買わざるを
得ません。

匿名（神奈川県）

内藤正光さん
住基ネットを詐欺的に利用拡大する「行政手続きオンライ
ン化関連３法案」の審議中、「反対してしまうと、民主党は
ＩＴ化の推進に反対していると見られてしまいます」など
として、党執行部に賛成するよう迫りました。元ＮＴＴ社
員でＮＴＴ労組出身。ＮＴＴグループは住基ネット関連事
業の主だった受注先です。国会で「私は住基ネットを何ら
個人的には否定するものではありません」と発言するなど、
住基ネット廃止法案まで出した民主党にいるにも関わらず、
はっきり言って住基ネット積極推進派。公共事業に群がる
姿は自民党と変わらず。こういう存在が、民主党の限界を
象徴し、有権者の選挙離れの原因になっているのでは。

吉村英二（埼玉県）

ひ
も
付
き
は

ゴ
メ
ン
で
す

詐
欺
師
の
方
が
向
い
て
ま
す

松田岩夫さん
元々自民党衆議院議員。新進党に鞍替
えし、落選して、参院に回りました。
前回参院選では、民主党推薦で当選し
ましたが、いつのまにか自民党に復党。
「自民党をぶっ壊す」と称して「人気」
で首相の座を射止めた小泉の縮小版で
す。「自民党攻撃」をして当選してお
いて、自民党に復党するなど、有権者
騙し、詐欺行為。議員のイスのためな
ら何でもあり、という輩を議員にして
はなりません。

近藤ゆり子（岐阜県）

浜四津敏子さん
公明党がまだ野党だった98年11月、代表代行の彼女は、
盗聴法反対集会で「盗聴捜査は歯止めがきかない」
「憲法上の人権を侵害」などとご立派に発言。その後、
連立与党入りすると、小手先の修正案でお茶を濁して
賛成に寝返りました。発言に責任を持たない者は政治
家として評価以前。話にもなりません。

匿名（埼玉県）

鈴木宗男さん

辻元清美さん
いいかげんにしたら？という感じです。鈴木さ
んはまだ刑事被告人で、辻元さんは詐欺罪で有
罪判決を受けたばかり。もちろん、法律上は立
候補できるのでしょうが、ほかにやることない
んですかね。有権者を馬鹿にしてません？

匿名（埼玉県）

トホホなお二人
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西島英利さん
日本医師会の政治組織・日本医師連盟
が、西島さんを参院選候補者として立
てると聞いていますが、誰であろうと
日本精神科病院協会会員は国会議員に
したくありません。日精協は、心神喪
失者等医療観察法の制定を積極的に推
進すると共に、その成立を高く評価し
ています。精神障害者はじめ多くの精
神医療関係者法律家、弁護士会の反対
を無視し議員への献金まで行ない、い
わば法案を金で買ったと言われていま
す。心神喪失者等医療観察法は、私た
ち精神障害者のみを差別的に予防拘禁
する法律であり、人権無視、精神障害
者への差別と偏見を強化する希代の悪
法です。

山本真理（東京都）

宮崎秀樹さん
自民党調査会が、脳死を人の死とし、本人が拒否
の意見を表示しない限り家族の同意のみで移植を
認め、かつ本人、家族の同意がなくても脳死判定
可能とする改悪案を策定。その時の調査会会長。
救命医療の後退、移植用脳死増加のための殺人法
を推進する議員を当選させるわけにはいきません。

匿名（東京都）

斎藤十朗さん
99年、盗聴法案の本会議採決時の参院議長。牛歩戦
術をとる野党に対して、投票打ち切りを指示。悪法
目白押しだった99年通常国会の最終局面で悪法の成
立に大きな役割を果たし、その後の戦争のできる国
づくりへの流れを作りました。ＫＳＤ事件でも関係
議員として名前が挙がっています。

匿名（埼玉県）

盗
聴
法
が
仇
と
な
り
…

荒木清寛さん
盗聴法案を強行採決したときの当時の法務委員長。
基本的人権を侵すおそれのある法案を、ろくに審議
せず強行採決させたから。

匿名（愛知県）

議
員
ど
こ
ろ
か

医
者
も
や
め
て

く
だ
さ
い

菅
直
人
代
表
の
辞
任
や
小
泉
首
相

の
不
正
な
年
金
肩
代
わ
り
問
題
ま
で

飛
び
火
し
た
年
金
未
納
問
題
で
す
が
、

個
人
的
に
は
、
未
納
そ
の
も
の
で
は

な
く
、
そ
の
理
由
が
問
題
な
の
で
は

と
思
い
ま
す
。
年
金
は
社
会
の
根
幹

に
関
わ
る
制
度
で
す
。
そ
れ
を
国
会

議
員
と
も
あ
ろ
う
人
が
「
複
雑
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
」「
知
ら
な

か
っ
た
」「
う
っ
か
り
」
な
ど
と
い
う
の
で
は
本
当
に
困
り
も
の
。

さ
ら
に
、
こ
れ
だ
け
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
い
ま
だ
に
公
表

し
な
い
人
も
い
る
の
は
呆
れ
ま
す
。
さ
て
、
こ
こ
に
上
げ
た
未
納

議
員
、
そ
の
理
由
は
納
得
で
き
る
か
、
皆
さ
ん
自
身
で
ご
判
断
を
。

（
吉
村
英
二
）

未納議員
と

未公表議員
（改選議員）

未納議員 ■2004年５月14日付け『毎
日新聞』掲載のアンケート
結果「国民年金未納 国会
議員・知事・政令市長一覧」
を基に、その後の所属政党
や議員自らによる公表、ま
たは報道による情報を加え、
編集部により作成。次期改
選にあたる議員のみ掲載し
た。「非公表」とは、積極
的・消極的を問わず、未納
の有無が公表されていない
議員。

名 前 政党 選挙区
上 杉 光 弘 自 民 宮 崎
加 藤 紀 文 自 民 岡 山
風 間 昶 公 明 比 例
佐 藤 昭 郎 自 民 比 例
斉 藤 滋 宣 自 民 秋 田
斎 藤 十 朗 自 民 三 重
千 葉 国 男 公 明 比 例
鶴 保 庸 介 自 民 和歌山
中 島 章 夫 民 主 比 例
中 村 敦 夫 みどり 東 京
西川きよし 無所属 大 阪
服部三男雄 自 民 奈 良
平 野 貞 夫 民 主 比 例
福 山 哲 郎 民 主 京 都
松岡滿壽男 民 主 山 口 非 公 表
峰 崎 直 樹 民 主 北海道 名 前 政党 選挙区
森 本 晃 司 公 明 比 例 青 木 幹 雄 自 民 島 根
矢 野 哲 朗 自 民 栃 木 大 島 慶 久 自 民 比 例
簗 瀬 進 民 主 栃 木 久 世 公 堯 自 民 比 例
山 下 栄 一 公 明 大 阪 椎 名 素 夫 無 会 岩 手
山下八洲夫 民 主 岐 阜 田 中 直 紀 自 民 新 潟
渡 辺 秀 央 民 主 比 例 宮 崎 秀 樹 自 民 比 例

青木幹雄さん
政界ワースト・スモーカーのナンバーワン。テレ
ビ、新聞等で、いつも喫煙シーンが目立ちます。
“抵抗族”のドンとして、小泉内閣の延命を支え
ています。政治屋の中の政治屋で、道路利権、建
設利権は自民党議員の中でも五指に入るとか。こ
んな利権政治屋は、ぜひ永田町から消えてもらい
たい。

渡辺文学（東京都）

有権者よりタバコが好き？


